
　　　　

令和8 年 3 月 11 日

8 時 30 分から 17 時 30 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

家族支援
・保護者との面談及び連絡調整を活用した情報共有。
・子育てに関する相談支援及び助言。
・保育所、幼稚園、医療機関、相談支援専門員等との連携。

移行支援
・保育所・幼稚園等への円滑な移行に向けた情報共有。
・就学を見据えた関係機関との連携。
・保護者及び関係機関と情報共有を行い、切れ目のない支援体制を構築する。

地域支援・地域連携

・地域の中で児童が安心して生活できる基盤を整える。
・保育所・幼稚園等と連携し、児童の発達状況及び支援内容を共有する。
・地域資源を活用し、児童の社会性の芽生えを育む。
・保護者が地域とのつながりを持ち、安心して子育てができる環境づくりを
　支援する。

職員の質の向上

・年間計画に基づく内部研修の実施。
（虐待防止・身体拘束適正化・感染対策・事故防止等）
・外部研修への積極的な参加及び研修内容の職員間共有。
・定期的なミーティングによる支援方針の共有。
・困難事例に関するケース検討会の実施。
・記録を活用した支援内容の検証。
・倫理・法令厳守の徹底。
・児童の権利擁護に関する理解の促進。

支　援　内　容

本
人
支
援

児童の心身の健康状態を把握し、安定した生活リズムの形成を支援する。
・来所持の健康観察（体調、表情、情緒面の確認）
・手洗い、うがい、身だしなみ等の基本的生活習慣の支援。
・休憩及び水分補給の適切な確保。
・活動前後の準備及び片付け等、日常生活動作の定着支援。

身体機能の向上及び感覚調整能力の発達を促す。
・室内外における運動活動（体操、リズム遊び等）
・感覚特性に配慮した感覚遊びの提供。
・微細運動を促す制作活動や遊具の活用。

認知機能の発達及び行動の安定を図る。
・視覚支援等を活用した活動の見通し提示。
・遊びや課題を通じた理解力の育成。
・行動上の課題に対する予防的支援。
・成功体験を重視した関わり。

意思表示及び他者との基本的なやりとりを育む。
・発声、発語、身振り等を用いた表現支援。
・絵カード等による代替えコミュニケーション支援。
・職員や他児との関わりを通じたやり取りの経験。
・感情理解及び表現の支援。

集団生活の基礎及び社会性の芽生えを育成する。
・小集団での遊びや活動への参加支援。
・順番を待つ、共有する等の経験提供。
・他児との関わりを通じた社会的行動の支援。
・保育所、幼稚園等を見据えた集団適応支援。

法人（事業所）理念
本事業所は、障害のある児童一人ひとりの尊厳を大切にし、安心して過ごせる環境のもと、発達段階や障害特性に応じた支援を行うことを理念とする。
児童が日常生活及び社会生活に必要な力を身に付け、将来的な自立及び社会参加に繋がるよう、個別支援計画に基づき、関係機関及び家庭と連携しながら、継続かつ適切な支援を提供する。

支援方針
本事業所は、児童福祉法及び関係法令の趣旨に基づき、障害のある児童が放課後や長期休暇において安心して過ごせる居場所を提供するとともに、日常生活及び社会生活に必要な基本能力の向上を図
り、将来的な自立及び社会参加につながる支援を行うことを目的とする。支援にあたっては、児童一人ひとりの発達段階、障害特性、家庭環境等を踏まえ、個別支援計画に基づき、総合的かつ継続的
な支援を行う。

営業時間 送迎実施の有無

（別添資料１）

事業所名
株式会社　愛まんてん　児童発達支援
ハートフルまんてん にじゅうまる 支援プログラム（参考様式）(放課後等デイサービス) 作成日


